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●平成２１年中の救急事故出動状況
平成２１年中に京都市内で救急隊が出
動した件数は７０，０１１件で、ここ数年は
減少傾向にありましたが、一昨年と比
較して８２４件の増加となりました。これ
は、昨年に発生した新型インフルエン
ザの影響もあるかと思われます。１日
平均では約１９２件で、約７分３０秒に１回
出動したことになります。下京区内に
おいては６，５６７件（１日平均約１８件）で、
こちらも２４３件の増加となりました。
事故種別では「急病」が最も多く、
出動件数の約６割を占めています。
Ｑ １１９番で救急隊を要請する場合に注
意することは何ですか。
Ａ 次の点に注意してください。
１．何が起きたかを伝える。
２．場所（住所・目標）を正確に伝える。
３．現在の状況を伝える。「交通事故で
１名けが人がいます」「腹痛を起こ
し苦しんでいます」など。

４．名前と電話番号を伝
える。

５．携帯電話で通報した
場合は、その場を移
動したり、電源を切

らない。
６．急にしゃべれなくなったり、指令
員の声が聞こえなくなった場合は、
電話を切らずに受話器や近くの物
をたたくなどで異変を知らせる。

Ｑ 救急隊到着までの間、何をすれば
よいのですか。
Ａ １１９番通報を受けてから救急隊が現
場に到着するまで、全国平均で約７分
かかります。その間に、その場に居合
わせた人が協力して、素早い応急手当
を実施することが必要です。特に、大
きなけがや病気の急変で心臓や呼吸が
止まった方は、この数分間が生死を分
けることになりますので、心肺蘇生法
や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）によ
る処置を行うことが重要です。
●応急手当の知識を身につけましょう。
救急隊が到着す
るまでの間に、Ａ
ＥＤの使用を含め
た応急手当が素早
く実施できるよう
に、講習会を随時
開催しています。
事業所や地域などでの開催も可能です。
ぜひ、受講されることをお勧めします。
【普通救命講習（３時間）：無料】
【上級救命講習（８時間）：無料】
【応急手当普及員講習（３日間）：有料】
※詳しくは、下京消防署救急係まで。
もうつけましたか？住宅用火災警報器
今お住まいの住宅には、平成２３年５
月３１日までに設置が必要です。

� 下京消防署（�３６１―４４１１）
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今
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、
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要
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や
応
急
手
当
に
つ

い
て
お
話
を
し
ま
す
。

知って安心�応急手当けすぞう君の防災 Q&A
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下
京
み
ゅ
ー
じ
あ
む

洛友中学校の生徒の
皆さんの作品
（水彩及び貼り絵）

写
真
、
絵
、
書
、
短
歌
・
俳
句
な
ど
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
区
民
の
皆
様
の
自
慢
の
作
品
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。
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真
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裏
面
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い
た
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可

▼
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作
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▼
短
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俳
句

作
品
に
は
ふ
り

が
な
を
ふ
っ
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

掲
載
さ
れ
た
方
に
、
記
念
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。
作
品
は
下
京
区
民
に
よ
る
自
作
の
未

発
表
作
品
と
し
、
原
則
と
し
て
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
方
法

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
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・
年
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を

記
入
し
た
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を
作
品
に
添
付
の
う
え
、〒
６００
―

８
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８
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下
京
区
役
所
総
務
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下
京
み
ゅ
ー
じ
あ
む
」
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で
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３
月
３
日
に
、「
市
民
憲
章
推
進

者
区
長
表
彰
式
」
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
市
民
憲
章
は
、
市
民
の
守
る

べ
き
規
範
と
し
て
、
昭
和
３１
（
１

９
５
６
）
年
に
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
参
加
の
も
と
に
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
市
で
は
、
毎
年
定
め
る
推
進

テ
ー
マ
と
実
践
目
標
に
沿
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
通
し
、
市
民

憲
章
を
率
先
し
て
実
践
さ
れ
た
皆

さ
ん
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
区
長
表
彰
を
受
け
ら
れ

た
皆
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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市
民
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章
推
進
者
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長
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２２
人
に
授
与

共
に
進
め
よ
う

「
地
域
力
」を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

次の通り、固定資産税の納税者の方が所有される資
産と同一区にある土地または家屋の価格などを記載し
た縦覧帳簿をご覧いただけます。
期間 ４月１日（木）～３０日（金）午前８時３０分～午
後５時 ※土・日、祝日を除く
場所 資産所在地の区役所・支所
対象者と必要なもの
�固定資産税の納税者（所有者） 納税通知書（お持
ちでない場合は、運転免許証や健康保険証など本人
確認書類）
�相続人 戸籍謄本などの確認書類と本人確認書類
�納税管理人及びその代理人 委任状と本人確認書類
審査の申出 価格に不服がある場合は、４月１日から
納税通知書の交付を受けた日後６０日までの間に、固定
資産評価審査委員会に審査の申出ができます。受付窓
口は、資産所在地の区役所・支所の固定資産税課また
は課税課固定資産税担当です。
� 固定資産税課（�３７１―７１９７）

固
定
資
産
税
の
縦
覧

所有資産（土地・家屋）の評価を確認できます

質量計定期検査を行います
公正な取引の確保のため取引・証明
に使用される質量計は、２年に１回、
定期検査を受けなければなりません。
表の日程で、ひょう量５００�以下の質量
計の検査を行いますので、受検してく
ださい。
� 計量検査所（�８６１―１７３１）

光徳小学校２６日（月）

七条小学校２２日（木）

淳風小学校２１日（水）

京都市中央農協※２０日（火）

植柳小学校１９日（月）

七条第三小学校１５日（木）

西大路小学校１４日（水）

梅小路小学校１３日（火）

洛友中学校※１２日（月）

洛央小学校８日（木）

六条院小学校７日（水）

六条院小学校６日（火）

元格致小学校４月５日（月）

検査会場検査日

時間 午前１０時～午後２時３０分（ただ
し、※印の１２日は午後２時まで、２０日
は午後０時３０分まで）

さわやかに 笑顔でゆずる 京の道
街頭啓発 ４月８日（木）午前１１時～正午
ＪＲ京都駅前広場にて
� まちづくり推進課（�３７１―７１７０）
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ひったくり被害に遭わないために

自
転
車
の
か
ご
に
は「
防

犯
ネ
ッ
ト
」
を
取
り
付

け
る

鞄
や
バ
ッ
グ
は
車
・
バ

イ
ク
な
ど
の
通
行
側
に

持
た
な
い

安心安全の�
まちかど�
安心安全の�
まちかど�
安心安全の�
まちかど�ちょっとした注意で防げます

春の全国交通安全運動
期間 ４月６日（火）～１５日（木）

� 下京区生活安全推進協議会（�３７１―７１７０）
七条警察署生活安全課（�３４２―０１１０�代表�）

（３） 市 民 し ん ぶ ん 下京区版第１７１号平成２２年３月１５日


